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第２次東よか干潟環境保全及びワイズユース計画  

 

１．佐賀市東よか干潟環境保全及びワイズユース推進会議要綱 

（設置） 

第１条 ラムサール条約湿地「東よか干潟」の環境保全及びワイズユースを推進するため、佐賀市東よか

干潟環境保全及びワイズユース推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 東よか干潟とそこに生息する動植物の保全について協議すること 

(2) 東よか干潟の恵みを生活や産業活動に持続的に活用することについて協議すること 

(3) 東よか干潟を活用した交流・学習について協議すること 

(4) 東よか干潟環境保全及びワイズユース計画の策定及び計画に基づく取組内容を検証すること 

（組織） 

第３条 推進会議は、次に掲げるもののうち、市長が委嘱する委員をもって組織する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 地域における各種団体の代表者 

(3) 自然環境の保全等に関わる団体の代表者 

(4) 漁業、農業、商業等の振興に関わる団体の代表者 

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、委嘱の日から翌々年度の年度末までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 推進会議に会長及び副会長各１名を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、推進会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 推進会議は、会長が招集する。 

２ 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

（部会） 

第６条 推進会議は、必要に応じ部会を置くことができる。 

２ 部会の構成員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する構成員の互選によりこれを定める。 

４ 部会長は、部会の会務を総理し、部会の協議の経過及び結果を推進会議に報告する。 

（庶務） 

第７条 推進会議の庶務は、環境部環境政策課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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２．2024（令和６）年度推進会議委員名簿 
 

No 区分 団体名 
委員 

役職 氏名 

1 学識経験者 国立大学法人佐賀大学農学部 准教授 郡山 益実 

2 

地域における各種団体 

東与賀まちづくり協議会 

 

 

会長 冨吉 宣仁 

3 東与賀自治会長会 会長 冨吉 信行 

4 シチメンソウを育てる会 会長 石丸 義弘 

5 自然環境の保全等に

関わる団体 

佐賀自然史研究会 会長 上赤 博文 

6 日本野鳥の会佐賀県支部 支部長 宮原 明幸 

7 

漁業、農業、商業等の

振興に関わる団体 

佐賀県農業協同組合東与賀支所 支所長 横尾 保 

8 
佐賀県有明海漁業協同組合 

東与賀町支所 
支所長 山田 幸司 

9 一般社団法人佐賀市観光協会 専務理事 喜多 浩人 

10 佐賀市南商工会 会長 吉村 正 

11 その他市長が必要と 

認める者 

佐賀市立東与賀小学校 校長 田平 浩一 

12 佐賀市立東与賀中学校 校長 石井 博善 
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３．計画策定の経緯 
 

年 月日 内容 

2024 

(令和６) 

８月８日(木) 令和６年度第１回佐賀市東よか干潟環境保全及びワイズユース推進会議開催 

・計画策定に関する作業内容やスケジュールの確認 

・第１次計画に掲げた取組の進捗状況評価アンケート調査の実施について 

協議 

９月 26日(木) 令和６年度第２回佐賀市東よか干潟環境保全及びワイズユース推進会議開催 

・第１次計画に掲げた取組の進捗状況評価アンケート調査結果の中間報告 

・素案（第１章から第３章）について協議 

11月６日(水) 令和６年度第３回佐賀市東よか干潟環境保全及びワイズユース推進会議開催 

・第１次計画に掲げた取組の進捗状況評価アンケート調査結果の最終報告 

・素案（前回会議で挙がった意見への対応及び第４章から第５章）について 

協議 

11月 26日(火) 令和６年度第４回佐賀市東よか干潟環境保全及びワイズユース推進会議開催 

・素案の全体について協議 

2025 

(令和７) 

１月８日（水） 

～２月６日（木） 
パブリックコメントの実施 

２月中旬 

（予定） 

令和６年度第５回佐賀市東よか干潟環境保全及びワイズユース推進会議開催 

・パブリックコメントを踏まえた素案の修正について協議 
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４．ラムサール条約の条文 
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５．東よか干潟のこれまでの歩み 
 

2004（平成 16）年 ・環境省が選定した国内登録候補地 54カ所に大授搦が選ばれる。 

 ・環境省が佐賀県、東与賀町に大授搦の条約登録について打診。 

2005（平成 17）年 
・農水産業への影響、佐賀空港におけるバードストライクへの懸念から、佐賀県が条約登録は困

難と判断。 

2007（平成 19）年 ・佐賀市と東与賀町が合併し佐賀市となる。 

2010（平成 22）年 ・環境省が再度、国内 172候補地を選定。大授搦も再度選ばれる。 

2012（平成 24）年 ・荒尾干潟（熊本県荒尾市）が条約登録。 

 ・環境省が佐賀市に大授搦の条約登録について打診。 

2013（平成 25）年 ・佐賀市が庁内検討組織として「ラムサール条約登録検討委員会」を設置。 

 ・佐賀市において条約及び登録による影響等を調査研究した結果、登録を目指すことを決定。 

 ・以降、地元住民や関係者の協力を得ながら、登録に向けた取組を実施。 

2014（平成 26）年 ・国指定東よか干潟鳥獣保護区及び同東よか干潟特別保護地区指定計画書の作成。 

 
・佐賀市が「ラムサール条約登録検討委員会」に替えて「ラムサール条約登録湿地利活用検討

会議」を設置。 

2015（平成 27）年 

3月 25日 

・環境省による国指定東よか干潟鳥獣保護区及び同東よか干潟特別保護地区の指定に係る

公聴会の開催。 

4月 22日 

・環境省が中央環境審議会に、国指定東よか干潟鳥獣保護区及び同東よか干潟特別保護地

区の指定について諮問。差し支えない旨の答申。 

・環境省が中央環境審議会に、ラムサール条約第 12 回締約国会議にあわせて、東よか干潟を

ラムサール条約に登録することについて報告。 

4月 30日 ・官報告示：国指定東よか干潟鳥獣保護区及び同東よか干潟特別保護地区の指定。 

5月 26日 
・官報告示：特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第 2 条 1 に規定する

湿地として東よか干潟を指定。 

※5月 28日 

・東よか干潟がラムサール条約湿地登録簿に掲載。 

※スイス（条約事務局所在地）時間。日本時間では 5月 29日 

※肥前鹿島干潟（佐賀県鹿島市）も同時に登録 

※6月 3日 
・ラムサール条約登録認定証授与式 

※現地（ウルグアイ東方共和国（プンタ・デル・エステ））時間 

7月 11日 ・ラムサール条約湿地登録記念イベントを開催。 

2016（平成 28）年 

5月 5日 

・東アジア・オーストラリア地域渡り性水鳥重要生息地ネットワークへ参加。 

・ラムサール条約湿地登録１周年記念イベントを開催。 

2017（平成 29）年 

11月 7日～11日 

・第 8回アジア湿地シンポジウム 2017（AWS2017）が佐賀市で開催。 

・AWS2017公開シンポジウム in佐賀を開催。 

2020（令和 2）年 

10月 20日 
・東よか干潟ビジターセンター「ひがさす」開館。 

2023（令和 5）年 

2月 8日 

・アメリカ合衆国内務省土地管理局と、東よか干潟及びクパルック湿地（Qupaluk）の姉妹湿地

提携に関する覚書を締結。 
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６．東よか干潟ラムサール条約登録区域図 
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７．アジア湿地シンポジウム 2017 「佐賀ステートメント」 
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８．第１次計画に掲げた取組の体系と実績 

下表の「取組実績自己評価」の凡例は、以下のとおりです。 

○：取組の関係者の全てが第１次計画の期間内に取組を“概ね実施できた”と回答 

✕：取組の関係者の全てが“ほとんど実施できなかった”と回答（未回答を含む） 

△：取組の関係者の一部が取組を“ほとんど実施できなかった”と回答、または一部関係者が実績を未回答 

―：取組の関係者の全てが実績を未回答 

柱 対応の方向性 取組活動 取組名称 
取組実績 
自己評価 

保
全
・
再
生 

「保全・再生」に関わ
るこれまでの取り組み
の継続実施 

海岸清掃活動 海岸清掃イベント・キャンペーンの開催支援 ○ 

市民団体・ボランティア団体による清掃活動 ○ 

市職員による海岸の随時監視と清掃 ○ 

シチメンソウ保全活動 シチメンソウを育てる会による保全活動 △ 

環境調査 モニタリングサイト1000（環境省）による基礎情報の収集 ○ 

渡来する野鳥の種数の記録と野鳥観察会の実施 ○ 

干潟の底生生物調査 ○ 

シチメンソウ底質塩分環境調査 ○ 

カニ類の生態調査 ○ 

定期的な生態系モニ
タリング調査の実施 

環境データの集約・蓄
積 

現在の取組活動の継続実施 － 

各種調査データ・記録の確認・集積 ○ 

東よか干潟周辺に生育する植物調査など ○ 

環境評価・対応のしく
みづくり 

干潟環境の総合的な調査、現状把握、評価、検討、取組のしくみ 
づくり 

✕ 

干潟に繁茂するイセウキヤガラ対策の検討 ✕ 

底生生物調査で判明した外来種対策の検討 ✕ 

海岸漂着物による生
物の生息環境などへ
の影響の対策 

干潟の動植物への影
響調査 

海岸漂着物が干潟の動植物に与える影響について調査し対策を
検討 ✕ 

干潟へ流入する河川
の流域全体での保全
のあり方の検討 

漂着物の流入源対策 海岸漂着物の現状を知ってもらうための広報活動 ○ 

「佐賀県海岸漂着物対策推進地域計画」に基づく実施・補助制度
の活用（「佐賀市災害廃棄物処理計画」に基づく適切な処理） 

○ 

「森・里・川・海」が一体となった干潟の環境保全対策 ○ 

潟泥の堆積状況の把
握と中長期的な対応
の検討 

検討体制の構築 関係機関との協議の場の設置 
✕ 

ワ
イ
ズ
ユ
ー
ス 

「ワイズユース」に関
わるこれまでの取り組
みの継続実施 

漁業利用 伝統漁法による持続的利用 ○ 

佐賀海苔の養殖 ○ 

バードウォッチング利用 定例探鳥会の実施 － 

有明海産物の活用 有明海産物のレシピの開発、食のイベントの実施 ✕ 

有明海や干潟に関連する商品の販売 ○ 

イベントの開催 干潟の祭典シチメンソウまつりの開催 ○ 

夕暮れコンサート&干潟の十五夜を観る会の開催 ○ 

ラムサール条約湿地登録周年記念イベントの開催 ✕ 

今後整備する拠点施設を核としたイベントの実施 ○ 
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柱 対応の方向性 取組活動 取組名称 
取組実績 
自己評価 

ワ
イ
ズ
ユ
ー
ス 

他にはない特長を活
かした観光客の誘致
促進 

多方面へのPR 広大な干潟の風景、干潟の生き物、野鳥、シチメンソウなど、現在の
特長を生かしたＰＲ 

○ 

シティプロモーションムービーの制作（有明海関係） ○ 

外国人へのＰＲ △ 

各種大会行事の視察先としての活用 △ 

受け入れ体制の整備 現地ガイドの充実 ○ 

干潟来訪の新たな魅力の創造 ○ 

干潟体験プログラムの開発 ✕ 

市内観光地との連携 市内の他の観光地との連携 ○ 

現地におけるレクリエ
ーション機能の充実 

立地に即した活用の検
討 

干潟よか公園との連携 ○ 

これまでにはない視点での周辺環境の利活用 ○ 

新たな魅力の発信・
発掘による新規来訪
者の獲得 

魅力の発信 ロケ地などとしての利活用 △ 

潜在的絶景ポイントの発掘とPR ○ 

リアルタイムによる旬の魅力の発信 ✕ 

有明海の生物オブジェ・下水道マンホール蓋の活用 ✕ 

魅力の発掘 ウォーキングやサイクリングなどの健康と観光をミックスした新たな
メニューの開発 

△ 

外国人に喜ばれる仕掛けづくり ✕ 

東よか干潟の文化や
技術の継承 

記録と継承 干拓や有明海の干潟漁の歴史 △ 

有明海特有の魚介類や伝統漁に使用する漁具の展示と保存 ○ 

東よか干潟や有明海に関する先人の言い伝えや知恵の記録 △ 

干潟の恵みのブラン
ド化による地域産業
の振興 

農水産業ブランドの確
立 

「シギの恩返し米プロジェクト」の推進 △ 

佐賀海苔をはじめとした有明海の幸のPR △ 

土産物の開発と販路の開拓 △ 

交
流
・
学
習 

「交流・学習」に関わ
るこれまでの取り組み
の継続実施 

学習機会の創出 東よか干潟ラムサールクラブの運営 ○ 

子ども湿地交流会への参加及び開催 × 

東よか干潟自然観察会の開催 △ 

小中学校の学習への取り組みに対する支援 ○ 

ラムサール条約登録湿地関係市町村会議への参加 ○ 

人材の確保 ボランティアガイドの養成・運営など ○ 

教材の整備 学校教育現場での副読本の整備 ○ 

国内外の条約登録湿
地などとの情報交換・
交流・連携の推進 

国内外の条約登録湿地などとの交流の推進 ○ 

有明海ラムサール3湿地の連携推進 ○ 

交流・学習のための施
設整備 

東よか干潟ガイダンスルーム（展示スペース）の運営 
○ 

さまざまな主体の活
動への参画、活動の
広がりの促進 

リピーターの確保 まず東よか干潟を知ってもらい、来てもらう 
○ 

将来を担う人材、指導
者の育成・確保 

人材の活用 専門員の配置と研究機関の誘致 ○ 

教材・教育プログラム
の整備・充実 

教材、教育プログラムの整備・充実 
若者のリーダーシップの確保 

○ 

各種交流会、大会、 
イベントなどを誘致 

イベントの開催 全国レベルのイベントや会議の開催 
✕ 



95 

  

    

資料編  

柱 対応の方向性 取組活動 取組名称 
取組実績 
自己評価 

交
流
・
学
習 

現地における学習の
場としての施設整備
の充実 

施設機能の充実 拠点施設の整備 ○ 

市内外の環境学習の場として活用 ○ 

交通手段と交通網の整備 △ 

現地における常時交
流の場の設置 

交流拠点の確保 ボランティアやバードウォッチャー、ＮＰＯなどが常時集い、情報交換
などが可能な場の確保 

○ 

交流学習施設の連携 ○ 

 

 


